
   ○上野原市議会議員政治倫理条例施行規程 

平成２６年７月１日 

議会訓令第１号 

 （趣旨） 

第１条 この訓令は、上野原市議会議員政治倫理条例(平成２６年上野

 原市条例第２４号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項

 を定めるものとする。 

 （全員協議会の開催） 

第２条 上野原市議会議員（以下「議員」という。）は、条例第２条第

 ３項の責務を果たすため、説明の場として、上野原市議会議長（以下

 「議長」という。）に対し全員協議会の開催を請求できる。 

２ 前項の請求は、全員協議会開催請求書（様式第１号）により行う。 

３ 議長は、全員協議会開催請求書が提出された場合において、記載内

 容を確認し説明の場を設ける必要があると認めたときは、全員協議会

 を開催しなければならない。 

４ 議長は、全員協議会を開催することが認められない時はその理由を

 付して全議員に配布しなければならない。 

 （兼業等の報告） 

第３条 条例第４条第１項及び第３項の兼業報告書は、兼業報告書（様

 式第２号）とし、同条第４項の兼業変更報告書は、兼業変更報告書（

 様式第３号）とする。 

 （審査請求の手続等） 

第４条 条例第７条の規定により審査の請求をしようとする者は、市民

 にあっては審査請求書（様式第４号）及び審査請求署名簿（様式第５

 号）を、議員にあっては審査請求書（様式第６号）を議長に提出しな

 ければならない。 

（議会の役職） 

第５条 条例第９条第３項第３号の議員が就任している職は、次に掲げ

 るとおりとする。 

 （１） 議長 



 （２） 副議長 

 （３） 議会選出監査委員 

 （４） 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長及び副

   委員長 

 （５） 山梨県後期高齢者医療広域連合議会議員 

 （６） 山梨県東部広域連合議会議員 

 （７） 東部地域広域水道企業団議会議員 

 （公表等の方法） 

第６条 条例第４条第５項の規定による閲覧の方法は、上野原市議会委

 員会室での写しの閲覧及び上野原市議会ホームページへの掲載による

 ものとする。 

２ 条例第１０条第２項及び第１１条第３項の規定による公表の方法は

 、議会だより及び上野原市議会ホームページへの掲載によるものとす

 る。 

 （議長職務の代行） 

第７条 条例第７条第２項及び第３項の職務は、議長が対象議員の場合

 は上野原市議会副議長（以下「副議長」という。）が、議長及び副議

長が対象議員の場合は、対象議員でない年長議員が務めるものとする。 

 （委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定め

 る。 

   附 則 

 この訓令は、公布の日から施行する。 

 

様式第１号（第２条関係） 

年  月  日 

 

（宛て先）上野原市議会議長 

 

  上野原市議会議員       ○印  



 

全員協議会開催請求書 

 

下記の問題で、自らの説明責任を果たすために全員協議会を開催し

て頂きたく請求いたします。 

 

 

記 

 

 

１ 意見陳述の対象事項、問題点 

 

 

 

２ 意見陳述対象事項の事実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号（第３条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）上野原市議会議長 

 

上野原市議会議員        ○印  



 

兼 業 報 告 書 

 

上野原市議会議員政治倫理条例第４条第１項または第３項の規定に

より、下記のとおり提出します。 

 

記 

 

１ 自営業または、本人が役職についている団体 

団体等の名称 所 在 地 役  職 備  考 

    

    

    

    

※条例第４条第２項の各号のいずれかに該当する場合は、役職欄に該当

の号番号を記入して下さい。 

２ 配偶者または２親等以内の親族（姻族を含む）が役職等についてい

る団体 

団体等の名称 所 在 地 役  職 本人との続柄 

    

    

    

    

様式第３号（第３条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）上野原市議会議長 

 

 



上野原市議会議員        ○印  

 

 

兼業変更報告書 

 

上野原市議会議員政治倫理条例第４条第４項の規定により、下記の

とおり提出します。 

 

記 

 

変更年月日 年  月  日 

 

変更理由 

 

 

 

 

 

 

変更内容 

 

 

変更前 変更後 

  

 

様式第４号（第４条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）上野原市議会議長 

 

         （審査請求代表者）          



住所                

氏名              ○印  

 

 

審 査 請 求 書 

 

上野原市議会議員政治倫理条例第７条第１項の規定に基づき、別添

審査請求署名簿のとおり、所定の市民の連署を添えて、次のとおり審査

を請求します。 

 

１ 調査事項 

（１）審査請求の対象となる市議会議員の氏名 

 

（２）審査請求の対象となる事由の該当事項 

 

（３）審査請求の対象となる事由の内容 

 

２ 添付書類（違反を証する資料） 

 

 

※私（審査請求代表者）は、上野原市議会議長が選挙管理委員会に対し

て選挙人名簿の登録者であるか確認を求めることに同意します。 

 

 

様式第５号(第４条関係) 

 

審査請求署名簿 

 

 

上野原市議会議員政治倫理条例第７条第１項の規定により、 

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/reiki/reiki_honbun/e607RG00000920.html


       議員に係る審査を請求するために署名します。 

併せて、上野原市議会議長が選挙管理委員会に対し、署名者が選

挙人名簿の登録者であるか確認を求めることに同意します。 

 

 

番号 氏 名 生年月日 住  所 印 確認欄 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(注) 

１ 署名は自筆であること 

２ 有権者の確認欄は記入しないこと 

３ 一連番号を付すこと 

 

 

 

様式第６号(第４条関係) 

年  月  日 

 

（あて先）上野原市議会議長 

 

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/reiki/reiki_honbun/e607RG00000920.html


 

請求者代表 上野原市議会議員         ○印  

請求者   上野原市議会議員         ○印  

請求者   上野原市議会議員         ○印  

 

 

審 査 請 求 書 

 

上野原市議会議員政治倫理条例第７条第１項の規定に基づき、次の

とおり審査を請求します。 

 

１ 調査事項 

（１）審査請求の対象となる市議会議員の氏名 

（２）審査請求の対象となる事由の該当条項 

（３）審査請求の対象となる事由の内容 

 

２ 添付書類（違反を証する資料） 

 

 

 

 

 

 


